
 

 
 
Bryan Cave International Trade LLC is a consulting firm of non-lawyer professionals and a subsidiary of the law firm Bryan Cave LLP. 
This Bulletin is prepared for the general information of our clients and interested person(s) by Bryan Cave International Trade. The 
information contained herein is not to be considered as legal advice This Bulletin may be construed as an advertisement or solicitation. 
© 2009 Bryan Cave International Trade LLC. All Rights Reserved. 

December 15, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategic Business Planning 

Supply Chain Planning 

Customs Advisory 

Export Control  

Tax & Transfer Pricing  

WTO & FTA Advisory  

Labor & Employment 

Anti-Illicit Trade  

 

 

Cambodia 

China  

India  

Indonesia  

Japan  

Lao PDR 

Malaysia 

Philippines  

Singapore  

South Korea 

Taiwan 

Thailand 

Vietnam  

 

 

www.bryancavetrade.com 

Asia Trade 

EXPORT CONTROL DEVELOPMENTS  
 

米国、日本、香港で輸出管理規制品目リストの改定 

ワッセナーアレンジメント、オーストラリアグループ、ミサイル技術管理レジ

ーム、原子力供給国グループなどの国際輸出管理レジームにより規制される物

品や技術は、各参加国により個別にそれぞれの国内法規制に反映される。適切

な輸出管理体制を保持している国では、技術の変化や規制理由の変更などによ

り国際輸出管理レジームに沿って、この規制リストを通常年 1回は改定してい

る。 

現在、米国、日本、香港ではワッセナーの 2007 年 12 月のリストはすでに国内

法令に反映しており、これら 3 カ国は今般、ワッセナーの 2008 年 12 月の合意

内容を規制リストに反映することとなる。 

• 香港 – 輸出入（戦略物資）規則別表１改正 2009 令が 2009 年 11 月 13

日に発表された。この施行日は必要な国内手続きを経た後に正式に発

表される。 

• 日本 – 改正リスト案が 2009 年 12 月 9 日にパブリックコメント募集中

案件として発表された。通例、この発表から正式な実施までには数ヶ

月を要するので 2010 年初めに施行になると思われる。 

• 米国 –米国商務省産業安全保障局(“BIS”) により米国輸出規則(“EAR”)の最

終ルールが発表され、2009 年 12 月 11 日より施行となった。米国の輸

出管理は域外適用であり、米国原産品を扱う貿易業者は米国外からの

再輸出でも規制対象となり影響を受けることに注意する必要がある。 

今回のワッセナーのリストに基づく改正は多くのカテゴリー（ECCN ではカテゴ

リーの１から 9まで）をカバーしている。IT とエレクトロスでの変更を以下に

例に挙げる。 

• エレクトロニクス: 3A001.a.7 （輸出貿易管理令別表１の 7項、フィール

ドプログラマブルロジックデバイス）–  規制技術スペックの変化に伴

い、かなりのフィールドプログラマブルロジックデバイスが規制対象

外となる。新しい規制スペックはより簡潔で、より実際の技術レベル

に適合したものとなっている。   
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• コンピューター: 4D001.b.1/4E001.b.1 （外国為替令別表 8 の項、デジタル

コンピューターの設計・製造のプログラムと技術）– プロセッサー技

術の進化に伴い技術規制スペックが緩和され、加重最高性能 (“APP”) 
の規制値が 0.04 実効テラ演算(“WT”)超から 0.1WT 超へと緩和となった。  

• 情報セキュリティ: 5A002 （輸出貿易管理令別表１の 9 項、暗号品

目）–  除外規定が 2 項目追加され、規制緩和となる。例えば無線パー

ソナルエリアネットワークに用いられる暗号で既に公開又は市販され

ている暗号を用いられて範囲が 30 メートルを超えないもの（例：ホ

ームエンターテイメントシステム、パソコンの周辺機器、携帯電話の

ヘッドセットなど）は規制対象外となる。 

その他のアジア各国のシンガポール、韓国、台湾などもワッセナーと同レベル

の輸出品目規制を適用しており、近いうちに同様の改正をするものと思われる。 
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BRYAN CAVE INTERNATIONAL TRADE 
ブライアンケーブインターナショナルトレード (“BCIT”) は、戦略的オペレーション

のコンサルティング会社であり、グローバルなビジネス環境の中で目まぐるしく展

開する法規制、競争、機会に素早く対応すべくクライアント企業に戦略的および実

務的なアドバイスを提供します。クライアント企業が特定のマーケットへの参入を

計画、ビジネスの再構築案を検討、関税輸入法規コンプライアンス徹底、政府当局

との問題への対処や擁護、貿易協定を利用してのコスト削減、違法貿易への効果的

対応の計画などで BCIT はその目標達成のお役に立ちます。 

BCIT はバンコック、北京、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、上海、シン

ガポール、東京に拠点を持ち、オーストラリア、カンボジア、インド、韓国、ニュ

ージーランド、台湾、ベトナム、その他地域もカバーしております。弊社のコンサ

ルタントは、税関や貿易機関の長年の経験を積んだ上級職出身者、関税・税金・貿

易に関する専門家からなり、各国や地域での豊富な人脈を有しております。これら

専門家による長年の経験に基づいたクライアント企業へのアドバイスは、関税コン

プライアンス監査、例えば関税分類、関税評価、移転価格、関税払戻、原産国、貿

易協定と特恵関税、輸出管理、不正貿易対策など様々な分野を網羅します。 

BCIT は米国に本社を持つ国際法律事務所ブライアンケーブ LLP の関連会社です。

「ひとつの会社 “One firm”」の理念の下に、国境や部門内部の壁を取り払い、

ブライアンケーブインターナショナルトレードは、クライアント企業に世界中のブ

ライアンケーブの弁護士とそのスタッフによる高度な専門的アドバイスを提供して

います。 

ニュースレターへのコメント・質問、又は BCIT のサービスへのご興味がありまし

たら、以下の連絡先にコンタクトをお願いします。 
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